「重要事項説明書２」（令和８年度版）
１．通所介護利用料金
「利用料金表Ａ（日額）」
	
	要介護１
	要介護２
	要介護３
	要介護４
	要介護５

	6時間以上7時間未満
	５,８４０円
	６,８９０円
	７,９６０円
	９,０１０円
	１０,０８０円

	加　算　項　目
	各　　介　　護　　度　　共　　通

	個別機能訓練加算
	（Ⅰ）イ　　　　５６０円
（Ⅰ）ロ　　　　７６０円
（Ⅱ）　　　　　２００円

	サービス提供体制強化加算
	（Ⅰ）　　　　　２２０円

（Ⅱ）　　　　　１８０円
（Ⅲ）　　　　　　６０円

	入　浴　介　助
	（Ⅰ）　　　　　４００円

（Ⅱ）　　　　　５５０円

	若年性認知症利用者受入加算
	６００円


「利用料金表Ｂ（月額）」

	生活機能向上連携加算
	（Ⅰ）　　　　　１,０００円
（Ⅱ）　　　　　２,０００円

	科学的介護推進体制加算
	　　　　　　　   　４００円

	中山間地域等に居住する者への

サービス提供加算
	上記「利用料金表Ａ」に該当する利用料金の合計に、

１００分の５を乗じ、１円単位を四捨五入した金額

	介護職員等処遇改善加算　Ⅰイ
	上記「利用料金表Ａ」に該当する利用料金の合計に、
１０００分の１１１を乗じ、１円単位を四捨五入した金額

	介護職員等処遇改善加算　Ⅰロ
	上記「利用料金表Ａ」に該当する利用料金の合計に、

１００分の１２を乗じ、１円単位を四捨五入した金額


· １．要介護認定の方は、上記利用料金の各利用者の負担割合に応じた額の負担となります。
ただし、介護保険の給付の範囲を越えたサービス利用は、全額自己負担となります。

· ２．各加算については、介護保険法令に従い、要件を満たした場合に算定します。
· ３．食事提供を希望される方は食材費として１日につき別途５５０円必要となります。
· ４．日常生活において必要とされる介護用品及び衛生材料費は実費相当額となります。
　　　（　紙おむつ　１枚　１５０円　・　尿取りパッド　１枚　８０円　）

· ５．事業者が法定代理受領を行わない場合（居宅サービス計画を作成しないときなど）、上記　　
に係る利用料は、全額をいったんお支払いただきます。この場合、「サービス提供証明書」
を交付しますので、｢領収書｣を添えて市町村に居宅介護サービス費の支給（利用者負担額
を除く）申請を行ってください。
· ６．その他必要な費用については、その都度同意を得て費用を徴収します。
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２．支払い方法

　　　利用者負担金は、月ごとの精算とし、下記いずれかの方法にてお支払いいただきます。

① 利用翌月２０日迄に当事業所受付窓口へ支払い
② ゆうちょ銀行での引き落とし　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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